
  

 

 

家屋番号：不動産登記にお

いて、建物ごとに割り当て

られる固有の番号です。未

登記家屋には附番されま

せん。 

 

軽減・減免措置の適用が

ある場合には、こちらに

記載されます。 

各項目の名称を記載 

（下の太枠内の同じ 

段に対応） 

この段以降は所有物 

件を記載（1枚の課税 

明細書に 8件まで記載） 

  

固定・都計課税標準額：家屋

の場合は評価額がそのまま

課税標準額になります。 

…固定資産税相当税額：固定課税標準額に税率 1.4％を乗じ

た金額（家屋の場合、そこから新築軽減等の軽減税率を差し

引きます。） 

…都市計画税相当税額：都計課税標準額に税率 0.2％を乗じ

た金額 

 
資産の種類が記載され

ます（この場合は家屋）。 

課税明細書の見方（家屋） 
お手元の課税明細書の裏面もご参照ください。 

 

家屋の登記種類・現

況用途・構造が記載

されます。 


